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公益財団法人練馬区文化振興協会役員および評議員の報酬等および費用 

に関する規程 

 

（平成24年３月16日規程第４号） 

最近改正 令和３年６月11日規程第10号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人練馬区文化振興協会（以下「協会」という。）の定

款第13条および第27条の規定に基づき、役員および評議員の報酬等および費用に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

（意義） 

第２条 この規程において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）役員とは、理事および監事をいう。 

（２）常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、協会を主たる勤務場所とする者

をいう。 

（３）非常勤役員とは、理事長および常勤役員以外の役員をいう。 

（４）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」

という。）第５条第13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける

財産上の利益をいう。 

（５）費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費（宿泊費含む。）、交通費等の経費をい

う。 

（報酬の支給） 

第３条 協会は、役員および評議員の職務遂行の対価として報酬を支給することができ

る。 

２ 理事長の報酬は年額とし、別表第１に基づき支給する。 

３ 常勤役員の報酬は月額とし、別表第２に定める１人あたりの年度総額の範囲内で、評

議員会において決定する。 

４ 非常勤役員の報酬は日額とし、理事会等への出席の都度、別表第３に定める年度総額

の範囲内で、同表に基づき支給する。ただし練馬区に常勤する者については報酬を支給

しない。 

５ 協会職員を兼務している非常勤役員については、理事会等への出席時に協会職員とし

ての報酬が支給されているときは、非常勤役員の報酬を支給しない。 

６ 評議員の報酬は定款第13条に定める金額の範囲内で、別表第４に基づき支給する。た

だし練馬区に常勤する者については報酬を支給しない。 

（報酬等の支給方法） 
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第４条 理事長の報酬の支給方法等は、正職員の例による。 

２ 常勤役員の報酬等の支給方法等は、正職員の例による。 

３ 非常勤役員および評議員の報酬は、勤務した当日に支給する。ただし、その月のうち

相当日数の勤務をする場合は、当月分をまとめて支給することができる。 

（就任または退任時の報酬） 

第５条 月の初日以外の日において、新たに選任された常勤役員に支給する当月分の報

酬の額は、第３条第３項に基づいて定める額を当該月の週休日（公益財団法人練馬区文

化振興協会正職員等就業規則（昭和57年９月規則第６号）第32条に規定する週休日をい

う。以下この条において同じ。）以外の日の数で除して得た額に、その者が役員となっ

た日から月の末日までの週休日以外の日の数を乗じて得た額とする。 

２ 常勤役員が退職または死亡したときは、退職した常勤役員に支給する当月分の報酬の

額は、第３条第３項に基づいて定める額を当該月の週休日以外の日の数で除して得た額

に、月の初日からその者が退職した日までの週休日以外の日の数を乗じて得た額とし、

死亡した常勤役員に支給する当月分の報酬の額は、第３条第３項に基づいて定める額と

する。 

３ 理事長の就任または退任時の報酬は、前２項を準用する。この場合において、「週休

日以外の日の数」とあるのは、「日の数」と読み替える。 

（賞与の支給等） 

第６条 常勤役員に対しては、賞与を支給する。 

２ 賞与の額は、常勤役員の報酬月額に、６月に支給する場合においては100分の120、12

月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額とする。 

３ 常勤役員の退職にあたっては、退職手当を支給しない。 

（通勤手当） 

第７条 常勤役員には、通勤に要する費用として通勤手当を支給するものとする。 

２ 通勤手当の額および支給方法に関し、必要な事項は、副理事長が別に定める。 

（費用の弁償） 

第８条 協会は、役員および評議員がその職務を行うために要する費用を弁償すること

ができる。 

２ 費用の弁償の額および支給方法については、正職員の例による。 

（公表） 

第９条 協会は、この規程をもって、認定法第５条第13号に定める報酬等の支給の基準

として公表するものとする。 

（改廃） 

第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補則） 

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定め
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るものとする。 

 

付 則（平成24年３月16日規程第４号） 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 財団法人練馬区文化振興協会役員の報酬および勤務条件等に関する規程（昭和57年９

月１日規程第15号）は、廃止する。 

付 則（平成26年２月27日規程第18号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年２月18日規程第２号） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成 30年２月５日規程第５号） 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年３月１日規程第５号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年６月 11日規程第 10号） 

この規程は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 理事長の報酬 

役職 年額 

理事長 ２，５００，０００円 

 

別表第２（第３条関係） 常勤役員の報酬 

役職 年度総額（１人あたり、賞与を含む） 

副理事長、専務

理事、常務理事 
１２，０００，０００円以内 

 

別表第３（第３条関係） 非常勤役員の報酬 

役職 報酬日額（１人あたり） 年度総額（１人あたり） 

理事 １０，０００円 ７０，０００円 

監事 １０，０００円 ７０，０００円 

 

別表第４（第３条関係） 評議員の報酬 

役職 報酬日額（１人あたり） 年度総額（１人あたり） 

評議員 １０，０００円 ６０，０００円 

 


